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⑤保津峡上流の亀岡地区の浸水被害の軽減を図るため、大戸川ダムへの利水容量の振替えに

よる日吉ダムの治水容量の増大についても検討しましたが、その効果は僅かです。したがっ

て、大戸川ダムへの利水容量の振替えにより日吉ダムの治水容量を増大する案は採用しませ

ん。保津峡上流の治水対策の実施について京都府と調整します。 

 
日吉ダムの治水機能強化策の一つとして大戸川ダムによる日吉ダムの利水容量の振替（振り替

えた利水容量分を治水容量として増大させる）を検討しました。大戸川ダムで振り替えることが

できる日吉ダムの利水容量は 450万m3で、治水容量をこの分増量することができます（図１４）。

日吉ダムの治水容量の増量により、亀岡地点で既往最大洪水を対象とした場合、流量を 2,710m3/s
から 2,650m3/sに低減できますが（図１５）、亀岡地点の洪水位は約 10cmしか低減せず（図１６）、
浸水戸数も減少しないことがわかりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１３ 日吉ダムの位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１４ 日吉ダムの利水容量の治水容量への振替
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（２）異常渇水対策 

①大戸川ダムに異常渇水対策のための容量を確保すれば、一定の効果は期待できますが、利

水対策としての必要性、緊急性、治水対策としての効率性が低下したことから、この目的の

ためだけに容量の確保は行いません。 
 

（３）利水 

①従来計画の大戸川ダムの利水者は、大阪府、京都府、大津市の三者です。各利水者のダム

への今後の参画については、現時点では確定していませんが、個別にヒヤリングを行ったと

ころ、以下の方向であると聞いています。 

②大阪府は、将来の水需要の見直しを行っており、水需要の下方修正や転用により、撤退す

る方向です。京都府は、将来の水需要の見直しを行っており、水需要の下方修正により、天

ヶ瀬ダム再開発、丹生ダム及び大戸川ダムへの利水参画により確保する予定であった 0.9m3/s
のうち 0.6m3/sについては継続して参画する方向です。大津市は、現在水需要の見直しを行っ
ており、その結果を踏まえて判断する意向です。 

③京都府は天ヶ瀬ダム再開発事業に利水参画する見込みです。また、大津市は暫定水利権を

一時取得していましたが現在は取得していません。このため、三者は撤退の見込みであり、

その方向で関係者との協議を進めていきます。 

 

（４）環境への影響 

①当面ダム建設を行わない方向であることから「各ダム共通の事項（３）環境への影響②」

で示したようなダム建設に伴う環境への影響について記述できませんが、これまでの調査検

討結果については、今後ＨＰ等で公表します。 
 

 


